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秦野市防犯協会 LED 防犯灯事業に係る対話（サウンディング型 

市場調査）の実施要領 

 

 

１ 調査の目的 

  秦野市防犯協会（以下「協会」という）では、平成２６年に ESCO

事業者と契約締結し、蛍光灯の防犯灯から LED 防犯灯に更新を行い、

現在は ESCO 事業内において、防犯灯の新設及び移設並びに不点灯等

の対応などの維持管理を行っていますが、その契約が令和６年度末で

満了を迎えます。 

そこで、契約満了後に無償譲渡される防犯灯を持続的に利用するた

めに維持管理手法を検討しているところです。 

また、無償譲渡される LED 防犯灯から新しい防犯灯へ更新を行う際 

の効率的・効果的な手法を検討しているほか、老朽化している防犯灯  

独立柱（鋼管ポール）への対処（建替え、撤去等）等の課題がありま 

す。 

 そうした中で、民間事業者との「対話」を通じて、民間事業者の事

業参入意向、参入しやすい公募条件等を整えるために、サウンディン

グ型市場調査（以下「本調査」という）を実施します。 

 

２ 本調査の概要 

 (1) 対象者 

   事業の実施主体となる意向のある民間事業者（法人又は法人のグ 

ループ） 

    ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４

（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当している事業者 

イ 秦野市一般競争入札の参加資格停止及び指定停止等措置基準

（平成１７年４月１日施行）に基づく停止措置の期間中である事

業者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開 

 始の申立て及び民事再生法（平成１１年法第２２５号）に基づく 
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再生手続開始の申立てがされている事業者 

エ 法人及びその代表者（委任関係があるときはその受任者）に国

税及び地方税の滞納がある事業者 

オ 法人税、消費税及び地方消費税に滞納がある事業者 

カ 法人の役員（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第９条第２１号ロに規定する役員をい

う。）が次のいずれかに該当している事業者 

(ｱ) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴

力団員又は暴力団と密接な関係を有する者 

(ｲ) 秦野市暴力団排除条例（平成２３年秦野市条例第１８号）に

基づく入札への排除措置を受けている者 

 

 (2) 対話（サウンディング）の内容 

   サウンディングの実施当日は、事前に御提出いただく、「（様式 

２・３・４）事前ヒアリングシート」に基づき、御意見・御提案を 

お聞かせください。 

 

 (3) 対話（サウンディング）の実施 

  ア 日  時：令和６年７月２２日（月）～２６日（金） 

         午前９時から午後５時まで 

  イ 場  所：秦野市役所本庁舎４階控室 

（秦野市桜町一丁目３番２号） 

  ウ 所要時間：１事業者９０分程度 

  エ 形  態：サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハ 

ウ保護のため、個別に行います。 

  オ 参加人数：原則として１事業者５名以内とします。 

  カ 応 対 者：秦野市職員（協会事務局） 

 

 (4) 対話（サウンディング）結果の公表 

   対話（サウンディング）の実施結果については、概要を市ホーム 

ページで公表しています。 

 なお、参加事業者の名称は公表しません。また、参加事業者の知 
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的財産である提案内容に配慮し、公表に当たっては、事前に参加事

業者へ内容の確認を行います。 

 

 (5) スケジュール    

日程 内容 

６月３日（月） 実施要領公表（【様式１】エント

リーシート受付開始）  

６月 17 日（月） 17 時 【様式１】エントリーシートの提

出期限 

エントリーシート受領後 対話日の日程調整 

７月 11 日（木） 17 時 【様式２、３、４】 

事前ヒアリングシートの提出期限 

７月 22 日（月）～26 日（金） 対話（サウンディング）の実施 

９月中（予定） 実施結果の公表 

 

３ 対象（防犯灯）の概要 

(1) 所在地 

   秦野市内一円 

 (2) 規 模（令和６年３月３１日時点） 

  ア 電柱共架型        １１，５８３灯 

  イ 独立柱（鋼管ポール）型   ２，２１８灯 

   ※管理システム上の数値のため、現地調査等を行った場合、防犯 

灯の設置灯数が前後する場合があります。 

また、独立柱の本数は、独立柱に設置している防犯灯に電源を 

引き込むためだけに使用しているものがあるため、イの本数より 

多くなります。 

 (3) 仕 様 

    ア 灯具 

    資料１のとおり 

  イ 独立柱（協会設置分の鋼管ポール） 

    資料２のとおり 

    ただし、自治会町内会から移管された独立柱はこの限りではあ 
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りません。 

 (4) 管理台帳 

次の情報が含まれた情報を管理台帳として整理しています。（令 

和５年度末時点で整理中です。ただし、網羅されていない情報や現 

状と異なる場合があります。） 

ア 防犯灯管理番号 

イ 管理自治会名 

ウ 設置場所住所 

エ 位置情報 

オ 共架柱種別 

カ 電源引込柱番号 

  

４ 対話（サウンディング）の内容 

  次の３つの項目について、事前ヒアリングシートをもとに御意見・

御提案をお聞かせください。 

なお、(1)～（3）については、現時点の想定であり、本調査の結果

を踏まえて、今後検討していきます。 

 

(1) ESCO 事業契約満了後に無償譲渡される防犯灯の維持管理について 

   資料３「ESCO 事業契約満了後に無償譲渡される防犯灯の維持管 

理条件」を仕様に含めることを想定しています。 

 (2) ESCO 事業で使用していた防犯灯の更新について 

資料４「ESCO 事業で使用していた防犯灯を更新する際の維持管 

理条件」を仕様に含めることを想定しています。 

 (3) 老朽化している防犯灯独立柱の劣化診断・更新手法について 

ア 市内全域に設置している防犯灯独立柱の劣化診断及び防犯灯の 

移設候補先となる電柱があるか調査を行う。 

イ 劣化診断で更新対象と判定された防犯灯独立柱の中で、独立柱 

の近くに移設できる電柱がある場合は、防犯灯の移設及び独立柱 

の撤去を行う。（原則、独立柱の根際撤去を想定しています。） 

ウ 防犯灯を電柱に移設することが困難な場合は、独立柱の更新を 

行う。 
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５ 留意事項 

(1) 参加事業者の取扱い 

   サウンディングへの参加実績は、事業者公募等における評価の対 

象とはなりません。 

(2) 費用負担 

   サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担とし 

ます。 

(3) 追加対話への協力 

   サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会含 

む。）やアンケート等を実施させていただくことがありますので、 

その際には御協力をお願いいたします。 

 (4) 提出書類の取扱い等 

   提出書類の著作権はそれぞれの参加事業者に帰属しますが、提出 

書類は返却いたしません。また、本市が本調査の結果公表や今後の 

事業者選定に向けた検討以外の目的で提出書類等を使用することは 

ありません。 

 

６ 申込方法及び問合せ先 

(1) 申込方法 

  ア 様式１ エントリーシートの提出【６月 17 日 17 時〆切】 

申込は、担当部署に電子メールで様式１エントリーシートを御 

提出ください。なお、メールの件名は「【参加事業者名】サウン 

ディング参加申込み」と記載してください。 

  イ 様式２～４ 事前ヒアリングシートの提出【７月 11 日 17 時〆切】 

申込は、担当部署に電子メールで様式２～４の事前ヒアリング 

シートを御提出ください。なお、メールの件名は「【参加事業者 

名】事前ヒアリングシート提出」と記載してください。 

 (2) 問合せ先 

   質問等がある場合は、担当部署までお問い合わせください。 

 

 
担当部署  秦野市役所くらし安心部地域安全課地域安全担当 原・安岡 

住  所  神奈川県秦野市桜町一丁目３番２号 

電  話  ０４６３－８２－９６２５ 

Ｅメール  tiikian@city.hadano.kanagawa.jp 


